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　登園回避の要請

保育所等

2

児童 職員

 欠席
 連絡

必ず報告②

保育課

3

2週間
連絡密に

     ※2「濃厚接触者」の新たな定義は
　　別紙Ｂ参照

①帰国者・接
触者相談セン

ター

④　②と同様に市へ報告保育課

登園回避の
要請③

保育所等 保健所

児童、職員

濃厚接触者※2に該当した場合

必ず報告④

③登園を避ける期間の基準は、感染
者と最後に濃厚接触をした日から起
算して2週間

       PCR検査または
       健康観察

②新型コロナウイルスに感染疑
いがある場合で(1)(2)(3)の症状
がある児童、職員の欠席連絡が
入ったら、必ず保育課へ報告す
る。その際、市へ報告する旨
を、本人もしくは家族に同意を
得ておく。

【医療機関にかかるとき】
複数の医療機関受診は控えて!
感染拡大の例あり
マスクやハンカチ等で口鼻を押
さえる
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Ⅰ　児童・職員の感染が疑われる場合の対応

毎日、体温測定、記録する

医療機関
(かかりつけ医など)・

原則、自宅療養

電話相談(持病の症状に
変化あり・コロナ以外
に病気が心配な方)

かかりつけ
小児医療機関

保育所等

私立保育所等における新型コロナウイルス感染症の対応の流れ

発熱、咳などの風邪の症状

児童、職員

    ＜職員の場合＞
      必ず連絡相談

〇少なくとも以下のいずれかに該当する場合は、すぐに相談
(該当しない場合の相談も可能)
(1)息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の
強い症状のいずれかがある場合
(2)重症しやすい方(※1)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪
の症状がある場合
(3)上記以外の方で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続
く場合（症状が４日以上続く場合は、必ずご相談下さい。症状には個
人差がありますので、強い症状と思う場合には、すぐに相談して下さ
い。解熱剤等を飲み続けなければならない方も同様です。）

 ＜児童の場合＞
※病状によって
必要時連絡相談

※１「重症化しやすい方」は、高齢
者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等
の基礎疾患のある方や透析を受けて
いる方、免疫抑制剤や抗がん剤等を
用いている方



　（積極的疫学調査）

　

⇐②の段階で早めに
報告しましょう

連絡密に

陽性（新型コロナウイルスに罹患）

児童、職員

医療機関

感染が疑われる場合は
帰国者・接触者相談センター①

37.5度以上の発熱が4日以上続く　強いだるさや息苦しさがある

電話番号：042-769-9237
受付時間：24時間(土曜・日曜・祝日を含む)

新型コロナウイルス感染症に関する保育課への報告②④⑤
電話番号：042-769-8340　教育・保育支援班直通

児童、職員の感染が陽性と認められ保育課へ報告⑤の
後、保育課から保育所等へ臨時休園の連絡⑥がある。休
園は　最低3日間(日曜、休日を除く)[注]、その後の対応
については感染状況等を踏まえ、保健所と相談し決定す
る。［注］休園期間は概ね2週間を要すると捉えています

一般的なご相談は
新型コロナウイルス感染症コールセンター

電話番号：042-769-8204
受付時間：午前9時から午後9時まで(土曜・日曜・祝日を含む)

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口について

「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について（第二報）」(令和2年2月25日時点）【厚生労働省】と
「新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和２年２月２８日)【保育課長】に基づき作成(令和2年3月11日)した内容について、「新型コ
ロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改訂について(令和2年5月11日)に基づき改訂しました。

必ず報告⑤　連絡⑥
⑤児童、職員の感染が陽性と認
められた場合は、必ず保育課へ
報告する。
その際、市へ報告する旨を、本
人もしくは家族に同意を得てお
く。

保健所

臨時休園

　　　　（情報提供）　
保育課

治療・経過観察保育所等

Ⅱ児童・職員の感染が陽性と認められた場合の対応
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